
 
 

 

 

事 務 連 絡 

平成２９年１月１３日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

各 国 公 私 立 大 学 担 当 課  

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課 御中 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

大 学 を 設 置 す る 各 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

 

 

                      スポーツ庁政策課学校体育室 

  

 

ハンドボール等のゴールの転倒による事故防止について（通知） 

 

 

 本日、福岡県の小学校において、体育の授業中、ハンドボールのゴールに児童がぶら下

がり、ゴールが転倒したために児童が死亡するという事故の報告がありました。 

本事故については詳細を確認中ですが、改めて、教職員、児童生徒その他の関係者に対

して事故防止に必要な安全指導を徹底されるとともに、施設設備等の点検など事故防止の

ための措置に十分に留意いただきますようお願いします。その際、別添の資料を参考とし、

転倒防止のための配慮や破損の有無の確認などに留意願います。 

なお、都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課においては、域内の市区町村教育

委員会及び所管の学校に対し、都道府県私立学校主管課においては、所轄の私立学校等に

対し、構造改革特別区域法第 12 条第 1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当

課においては、所轄の学校設置会社の設置する学校に対しても周知するようお取り計らい

願います。 

 

 

 

 

 

担当：スポーツ庁政策課学校体育室指導係  
電話：０３－５２５３－４１１１ 内線（２６７４） 



別添 

ハンドボール等のゴールの取扱いについて 
 
「学校施設における事故防止の留意点について」（平成２１年３月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校安全参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（平成２２年３月改訂） 

 
 
 
 
 
 
 
「学校における体育活動中の事故防止について（報告書）」（平成２４年７月） 

 
 
 
 
 
 
 

【主な記載内容】 
・移動式のサッカーゴール、バスケットボールゴール等による事故が発生しないよ

う、固定方法等に配慮することが重要である。 
 
・サッカーゴール、バスケットボールやテント等が、強風や児童生徒等の力により

転倒しないように、杭等により固定したり、十分な重さと数の砂袋等で安定させ

たりする等、転倒防止のため配慮することが重要である。 
 
・サッカーゴール等重量のある移動式の器具の移動時における事故を防止するた

め、教員等が指導した上で、安全に移動させることが可能な人数を集めることや、

経路の安全性を事前に確認する等、配慮することが有効である。 

【主な記載内容】 
・サッカー、ハンドボールのゴールポストなどの移動施設については、特に固定の

状態、破損の有無を確かめるとともに、移動した場合、固定状況の点検を実施す

る。 

【主な記載内容】 
・体育科・保健体育科の授業や運動部活動は、施設・設備を活用して行われるもの

であり、活動に当たっては、指導者と児童生徒が共に施設・設備の安全確認を行

うことが大切である。また、活動内容・方法には一定の禁止事項や制限事項が必

要となる。 
・最近では、用具については安全性を確保する観点から材質・品質の改善が進めら

れてきているが、それでもなお保管方法や管理方法の周知徹底が不足していた

り、点検を怠ったり使用方法を誤ったりすると事故が発生する。運動やスポーツ

は、施設・設備及び用具そのものが事故を起こすわけではなく、それを使用・管

理する者が適切に使用しなかったり、点検や確認を怠ったりすることが事故の要

因となっていることを再認識することが極めて重要である。 
・学校の施設・設備・備品・用具等については、継続的・計画的に安全点検を行わ

なければならない。これらは、常に一定の状態にあるわけではなく、季節等によっ

ても変化するものである。このため、安全点検は定期的、臨時的、日常的に確実

に実施することが重要である。 


